
別紙 静岡県指定文化財指定候補物件

※絵画、彫刻の部 ２ 静岡県の絵画・彫刻史上特に意義のある資料となるもの

３ 題材、品質、形状又は技法等の点で顕著な特異性を示すもの

４ 特殊な作者、流派又は地方様式等を代表する顕著なもの

種別 名称 員数 内容及び指定基準 年代 所在地 所有者 備考

１
有形文化

財(絵画)

日本風景

〈徳川慶

喜筆/油絵

絹〉

（にほん

ふうけい

〈とくが

わよしの

ぶひつ /

あぶらえ

きぬ〉）

一面

本作は江戸幕府15代将軍であった徳川慶喜が静岡で生活を始めた直後の明
とくがわよしのぶ

治３年（1870）頃に制作したとみられる油彩画で、慶喜の小姓を務めた小路三
こ う じさん

之助が拝領したものを、昭和７年(1932)４月に徳川慶喜家が買上げたと伝えら
の すけ

れ、昭和50年(1975)以降は久能山東照宮が所蔵している。

画面の法量は縦40.0㎝、横60.0㎝。紙で裏打ちした絹布を杉材の木枠に貼

った画面に、油彩画の絵の具を用いて描かれる事例は、慶喜の油彩画以外に類

例を見ない顕著な特異性を示す。表面に署名はなく、裏面の中央上部に直径4.8

㎝程度の「慶喜」の朱文重郭円印が捺される。
しゅぶんじゅうかくえんいん

画題は「日本風景」であるが、場所の特定は困難である。手本を組み合わせ

て模写していく東洋画の制作技法を活かした油彩画であり、モチーフを重ねて

前後関係や遠近を表現しているため、現代人の目から見ると空間的な違和感を

感じるものとなっている。岩肌や樹葉を描く筆使いにも細かい筆を重ねる東洋

画の皴法のような手法が採られている。これらは慶喜の油彩画に共通する特
しゅんぽう

徴である。

この画風は幕府開成所で江戸時代以来の写生法を応用しながら西洋画法を

模索した中嶋仰山や、それに連なる島霞谷、川村清雄らと共通した西洋画の先
なかじまこうざん しま か こく かわむらき よ お

駆的な様式を示すものと考えられ、明治時代の画壇で主流となっていくものと

は異なる。慶喜は、中嶋仰山に油彩画を学んだ。慶喜による創作が日本中の叡

智が集結していた明治時代初年の静岡で育まれたことは非常に意義深い。

このように、本作は近代日本洋画史の草創期である明治時代初年に、静岡に

おいて前将軍により東洋画のような基底材と描画法を用いて描かれた希少な

油彩画であり、近代日本洋画史という美術史的観点からも貴重な作例として重

要である。

県指定有形文化財指定基準

絵画、彫刻の部２、３、４

明治時代

静岡市駿

河区根古

屋390

宗教法

人久能

山東照

宮


